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（ピンク色）
目標未達成
（9年連続） 441 510 479

各年の10月末現在
478

【令和7年度の目標値】
５６７件

（対前年比；１２．1％以上の減少）

減少傾向を維持し、５００件台

①松山労働基準監督署管内の労働災害発生状況-１
※松山第１４次労働災害防止推進計画の推移
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※令和６年に松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く） 3
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「転倒災害」発生状況の詳細-１ （全産業 休業4日以上の死傷者数 松山署）
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1. 主要業種別転倒災害発生状況の推移 ２. 年齢階層別転倒災害発生状況の推移 ３. 傷病性質別転倒災害死傷者数の推移

転倒災害の発生件数は
増加傾向

50歳以上の割合が増加傾向

120件
129件

骨折が約7割！
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※令和７年（１０月末現在）に松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く）
5

全国の割合（R7.10月速報値）
２8．7％

滑り
28%

つまずき
39%

踏み外し
9%

もつれ等
19%

その他転倒
5%

■転倒災害の状況内訳

「つまずき」と「もつれ等」を
合わせると５８％を占める！！

さらに
「つまずき」

を
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ると83％

「転倒災害」発生状況の詳細-２ （全産業 休業4日以上の死傷者数 松山署）



（確認！）転倒災害防止対策-１
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転倒災害防止 特設ページQR

（確認！）転倒災害防止対策-２
「転倒予防」と「高年齢労働者の健康や体力状況の把握」
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※令和６年(左)、令和７年（１０月末現在、右）に松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く）
8

増加傾向！

『全産業 年齢別』
①松山労働基準監督署管内の労働災害発生状況-３
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※労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律により強化︕
（令和８年４月１日施行）



①定期健康診断有所見率の推移-１

10

区分＼年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 ４年 5年 6年

全国 46.7 47.3 47.6 48.4 49.1 49.9 51.3 52.3 52.5 52.7 52.7 53 53.2 53.6 53.8 54.1 55.5 56.6 58.5 58.7 58.2 58.9 59.4
愛媛局 43.4 43.2 43.4 45.9 46.0 46.1 48.8 50.4 50.3 49.6 49.6 49.7 50 50.8 50.6 52.1 53.8 55.2 57.3 57.2 56.3 57.7 57.2
松山署 41.6 41.4 41.7 44.2 43.7 43.2 49.0 51.2 51.0 50.9 51.4 51.1 51.9 52.4 52.6 53.2 56.2 57.7 61.4 61.2 58.9 59.7 57.8

※定期健康診断結果報告（労働者５０人以上の規模の事業場に適用）に基づく値。

※有所見率とは健康診断項目のいずれかが有所見であった者（他覚所見のみを除く）の人数を受診者数で割った値。

R6は、6年ぶりに全国を下回る



①定期健康診断有所見率の推移-２
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項目＼年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 ４年 5年 6年

聴力１

kHz
3.3 3.4 2.8 3.2 2.9 2.9 3.0 3.2 3.7 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 4.3

聴力

4kHz
7.5 7.5 6.9 7.5 7.2 6.6 7.1 7.2 7.4 7.2 7.1 6.8 7.0 6.9 7.1 7.1 7.4 7.2 7.0 7.1 6.8 7.0 6.9

胸部Ｘ線 3.0 3.1 3.3 3.3 3.7 2.6 2.5 2.6 2.5 2.3 1.8 2.1 2.1 2.3 2.2 2.6 3.0 2.8 2.9 2.7 2.5 2.6 2.7
血圧 8.9 9.5 9.4 9.8 9.4 9.8 13.6 15.1 13.9 14.1 14.9 15.4 17.1 17.3 17.8 18.6 19.8 21.3 22.6 21.8 21.3 21.9 21.1
肝機能 13.5 13.2 13.5 14.4 13.3 12.6 13.1 14.0 13.5 13.6 13.0 12.8 13.1 13.7 13.5 14.3 15.1 14.9 16.8 17.0 15.1 15.7 15.3
血中脂質 24.9 24.2 24.6 26.1 26.7 27.0 31.2 32.7 31.7 32.0 32.0 31.0 31.7 32.9 32.5 32.9 34.2 35.1 37.1 37.7 34.7 34.5 33.8
血糖 7.5 7.0 7.4 7.6 8.1 7.3 8.6 9.5 9.9 9.3 9.8 9.0 8.8 9.6 9.2 9.4 10.3 10.6 11.0 11.3 10.8 11.2 11.6
尿中の糖 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 2.8 2.4 2.6 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.2 3.3 3.7 3.9 4.2 4.4 4.2
心電図 6.9 7.3 7.4 8.4 7.7 6.9 6.8 7.6 7.9 7.6 7.3 7.6 8.6 8.9 8.2 9.6 9.1 9.0 9.2 9.4 8.8 9.3 9.3

資料：定期健康診断結果報告による



①定期健康診断有所見率の推移-３
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聴 力

（ 1000HZ ）

聴 力

（ 4000HZ ）

聴力（そ

の 他 ）

胸部X線

検 査
喀痰検査 血 圧 貧血検査

肝 機 能

検 査

血中脂質

検 査
血糖検査

尿 検 査

（ 糖 ）

尿検査

（蛋白）

心 電 図

検 査

3.9 7.2 0.8 4.8 2.0 18.4 8.9 16.2 31.2 13.1 3.8 3.8 10.9

4.2 7.4 0.6 3.0 5.1 20.4 8.8 15.4 32.3 11.7 4.1 3.6 9.2

4.3 6.9 0.7 2.7 0.0 21.1 9.3 15.3 33.8 11.6 4.2 3.6 9.3

※　表内の数値はパーセントを示す。

区分＼項目

全　　国

愛媛局

松山署



①有害業務健康診断有所見率の推移
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種別＼年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年

有機溶剤 11.7 11.5 12 9.1 11.2 11.3 10.8 8.8 7.24 5.18 3.64 2.57 2.95 2.77
特定化学物質 4.5 0.4 0.2 1.3 2.1 2.2 1.5 1.3 1.47 1.9 1.42 1.19 1.46 0.89
電離放射線 8.9 3.4 5.2 7.2 9.7 7.5 7.2 13.2 9.4 9.3 13.6 15.12 16.5 11.6
石綿 4.6 1.56 5.06 3.7 2.3 1.2 0.59 3.23 1.58 4.66 8.42 9.13 5.91 6.91
鉛 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.8 1.3 0.0 1.7 1.59 0.0 0.0 0.0 0.0

増加傾向



①脳・心臓疾患の請求、決定及び支給決定件数の推移-１
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①脳・心臓疾患の請求、決定及び支給決定件数の推移-２
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①精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移-１
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①精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移-２
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）の概要

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場の
メンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害
防止の推進等の措置を講ずる。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号条

約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。
② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。

なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

４．機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

５．高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
○ 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

令和８年４月１日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和８年１月１日、３③は令和８年10月１日、１②の一部は令和９年１月１日、
１①及び②の一部は令和９年４月１日、 ２は公布後３年以内に政令で定める日、 ３①は公布後５年以内に政令で定める日）

改 正 の 趣 旨

施 行 期 日

改 正 の 概 要

このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。
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労働者のメンタルヘルスの状況

全ての事業場への拡大の背景と枠組み

■ストレスチェック制度について

20
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精神障害の労災認定の状況

［件］

○ 精神障害の労災支給決定件数は増加傾向にあり、令和６年度には1055件と過去最多

出典︓過労死等の労災補償状況

精神障害の労災支給決定件数の推移
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精神障害の労災認定の状況
○ 精神障害の原因となった出来事は、「パワハラを受けた」「仕事内容・仕事量の（大きな）変化」「カスハラ

を受けた」「セクハラを受けた」等が多い。

精神障害の労災支給決定件数／出来事別（上位10項目）

支給決定件数※出来事の類型順位
224（10）パワーハラスメント１
119（21）仕事内容・仕事量の（大きな）変化２
108 （１）顧客・取引先・施設利用者等からの著しい迷惑行為３
105 （０）セクシュアルハラスメント４
87 （０）悲惨な事故や災害の体験・目撃５
78（10）特別な出来事６
51 （６）１か月に８０時間以上の時間外労働７
48 （４）（重度の）病気やケガ８
44 （１）同僚等からの暴行又はひどいいじめ・嫌がらせ９
38 （４）上司とのトラブル10

※（ ）内は自殺（未遂を含む）の件数で、内数

出典︓令和６年度「過労死等の労災補償状況」 22
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精神障害の労災認定の状況

令和５年度の精神障害の労災支給決定件数／事業場規模別

出典︓労災支給決定件数は令和５年度「過労死等の労災補償状況」を基に加工
労働者数は令和４年「労働基準監督年報」

1000人以上500-999人300-499人100-299人50-99人30-49人10-29人10人未満全体

71件
（8.1）

45件
（5.1）

65件
（7.4）

147件
（16.8）

114件
（13.0）

100件
（11.4）

199件
（22.7）

136件
（15.5）

877件
（100）

精神障害の
労災支給
決定件数

10,006,849人
【18.1】

8,700,101人
【15.8】

7,505,914人
【13.6】

6,491,004人
【11.8】

13,152,068人
【23.9】

9,287,959人
【16.8】

55,143,895人
【100】労働者数

※３

※１

※１ 事業場規模は調査時点（令和６年度）。労災支給決定時点とは異なる場合がある。
※２ 令和５年度の労災支給決定件数883件の内、事業廃止のほか事業場としての存続不明な６件を除く877件。
※３ 労働者数は令和３年経済センサス-活動調査（総務省統計局）における調査票情報をもとに、厚生労働省労働基準局が独自集計。令和３年６月１日時点。

※２

○ 労災認定件数を事業場規模別に見ると、労働者数に比例して発生しており、小規模事業場においても多い。
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労働者数が1〜49人の規模で
約５０％を占めている。



職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合

82.085.583.384.486.8

71.3
84.182.7

0

20

40

60

80

100

1000人以上500~999人300~499人100~299人50~99人30~49人10~29人全体

労
働
者
の
割
合
（
％
）

事業場の規模
出典︓令和５年労働安全衛生調査（実態調査）

○ 職業生活で強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合は８割程度。

その割合は事業場規模に関わらない。
職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合／事業場規模別
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職業生活における強い不安、悩み、ストレスの内容

13.2%
22.2%

9.6%
2.3%

26.6%
39.7%

15.8%
29.6%

27.3%
39.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他
会社の将来性
雇用の安定性

事故や災害の体験
顧客、取引先等からのクレーム
仕事の失敗、責任の発生等

役割・地位の変化等（昇進、昇格、配置転換等）
対人関係（セクハラ・パワハラを含む）

仕事の質
仕事の量

※ ３つまでの複数回答
※ 職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者（82.7％）を100％として集計

出典︓令和５年労働安全衛生調査（実態調査）

職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている内容

○ 職業生活で強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者が挙げているストレス要因は、「仕事の失敗、責任の発生等」、「仕
事の量」、「対人関係」、「仕事の質」等となっている。
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メンタルヘルス対策の実施状況

58.4 59.2
61.4 59.2

63.4 63.8

50.2 51.6 53.5
49.6

55.7 56.6

67.0 63.5
69.1 70.7 73.1 71.8

88.3 90.7 92.8 94.4
91.1 91.3

40

60

80

100

2017 2018 2020 2021 2022 2023

全事業場 10〜29人 30〜49人 50人以上

（％）

出典︓労働安全衛生調査（実態調査）

職業生活で強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合は８割程度にもかかわらず、
○ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、労働者数50人以上の事業場では９割を超えるが、

50人未満の小規模事業場においては、30〜49人の事業場で 71.8%、
10〜29 人の事業場で 56.6%    と未だ取組は低調

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合／事業場規模別

R2年 R5年R4年R3年H30年H29年

全事業場

労働者数
10〜29人
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メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）別事業所割合
（出典︓令和６年労働安全衛生調査（実態調査））

後戻り
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メンタルヘルス対策の実施状況

11.1

4.6

9.1

27.1

33.8

19.7

7.8

9.6

19.4

29.4

33.1

40.7

11.5

13.1

14.9

27.9

40.5

40.3

7.2

9.3

20.4

29.7

32.1

41.6

0 10 20 30 40 50

経費がかかりすぎる

労働者の関心がない

必要性を感じない

取り組み方が分からない

専門スタッフがいない

該当する労働者がいない

10〜29人

30〜49人

全体

50人以上

メンタルヘルス対策に取り組んでいない理由／事業場規模別

○ メンタルヘルス対策を実施していない理由については、「該当する労働者がいない」40.7％、
「専門スタッフがいない」33.1％、「取り組み方が分からない」29.4％など。

出典︓令和５年労働安全衛生調査（実態調査） 28
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ストレスチェックの実施状況

（％）

出典︓労働安全衛生調査（実態調査）

○ 労働者数50人未満の事業場のストレスチェック実施割合は、第14次労働災害防止計画（R5〜9年）の目標
「R9年までに50％以上」に対し、R5年時点で34.6％。

ストレスチェックを実施している事業場の割合／事業場規模別

R2年 R5年R4年R3年H30年H29年

37.5 37.2 38.5 38.5 40.0 41.4

29.8 29.2 30.6 29.7 32.3 34.6

80.7 82.5 84.9
90.2

84.7 81.7

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2020 2021 2022 2023

全事業場 10〜49人 50人以上

（問題２）労働者数が10〜49人規模
での実施率が低調！

※H27年12月施行の枠組み
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労働者のメンタルヘルスの状況

全ての事業場への拡大の背景と枠組み

■ストレスチェック制度について
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○ 現行法ではストレスチェックは労働者数50人以上の事業場に義務付けられている（50人未満は
努力義務）ところ、これを全ての事業場に義務化する。

※ 小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、
・ 50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実

施体制・実施方法についてのマニュアルの作成
・ 医師による面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター」（地さんぽ）の体制拡充
等の支援策を講じていく。

また、50人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を設ける（施行期日は公布後３年以
内に政令で定める日）。

改正内容

■ストレスチェック制度の効果検証
・ ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析、職場環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス
反応の改善等が見られた。

・ ストレスチェックの実施だけでも、約７割の労働者から「ストレスチェックの個人結果をもらったこと」を有効とする
回答が得られた。

・ また、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から「医師面接（対面）を受けたこと」を有効とする回答が
得られた。

有効であるとの結論

それを踏まえて

「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」中間とりまとめ（概要）
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集団分析・職場環境改
善ストレスチェック

努力義務義務50人以上の事業場

努力義務努力義務 義務50人未満の事業場

職場のメンタルヘルス対策の推進（労働安全衛生法の改正概要）
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50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施スキーム

50人未満の事業場50人以上の事業場

外部委託産業医又は外部委託

産業医又は外部委託

実施結果の報告義務監督署への報告

ストレスチェック

医師の面接指導

産業医選任（義務）

50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保

全国350の地域産業保健センター
の体制を強化、登録産業医が面接
指導を無料で実施

１人当たり数百円から千円程度（※）外部委託の場合、１人当たり数百円から千円程度（※）

外部委託の場合、高ストレス者１人当たり２万円程度（※）

50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現
実的で実効性のある実施体制・実施方法について マニュアルを作成

監督署への報告義務は課さない

（※）厚生労働省が、ストレスチェック関連
サービスを提供する健診機関等の外部
機関を対象に実施したアンケート調査
結果（令和６年）

労働者のプライバシー保護の観点
から、原則、外部委託を推奨
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ポイント
１

ポイント
２

ポイント
３

ポイント
４必ず選任してください



※職場における
メンタルヘルス

対策 

（確認！①）メンタルヘルス対策の強化︕ ） 必ず作成してください

必ず選任してください

34
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（確認！②）



①改正労働安全衛生法説明会

専用ｻｲﾄへ
36
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①改正労働安全衛生法説明会

会場とオンラインの
ハイブリット開催



治療と仕事の両立支援の推進
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「治療と仕事の両立支援」は重要な課題
病気によって従業員が退職することで、その従業員が培った経験・ノウハウを失うことは、

企業にとっても大きな損失です。「治療と仕事の両立」を支援することは、優秀な人材の確保、
生産性の向上につながることが期待されます。また、病気を抱える従業員が働きやすい組織・
職場は、育児や介護その他の事情を抱える従業員にとっても働きやすい組織・職場であるとも
考えられます。

一方、従業員（患者）や家族にとって、働くことは家計や治療費のためであると同時に、
“生きがい”でもあります。「治療と仕事の両立」を実現することで、従業員満足度の向上や働
きがいの創出、さらには社会的認知度の高まりなどの波及的な効果も期待できます。
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